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議案第８５号

令和７年度別海町一般会計補正予算

令和７年度別海町一般会計補正予算（第５号）を別冊のとおり提出する。

令和７年１２月８日提出
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議案第８６号

令和７年度別海町国民健康保険特別会計補正予算

令和７年度別海町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三
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議案第８７号

令和７年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算

令和７年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出す

る。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三
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議案第８８号

令和７年度町立別海病院事業会計補正予算

令和７年度町立別海病院事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三
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議案第８９号

令和７年度別海町水道事業会計補正予算

令和７年度別海町水道事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三
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議案第９０号

令和７年度別海町下水道等事業会計補正予算

令和７年度別海町下水道等事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三
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議案第９１号

別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について

別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用に関する条例（平成２７年別海町条例第３３号）の一部を次のように改

正する。

第４条第１項中「特定個人番号利用事務」の次に「並びに町の執行機関が第４項の規定

により同項に規定する住登外者宛名情報であって当該執行機関が保有するものを利用して

行う法別表の下欄に掲げる事務及び法第９条第１項に規定する準法定事務」を加え、同条

中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。

４ 町の執行機関は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第９条第１項に規定する準法定事

務を処理するために必要な限度で、町の事務を処理するために利用する情報システムの
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機能であって住登外者（町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。）

を特定する固有の番号を付番し、管理するもの（以下「住登外者宛名番号管理機能」と

いう。）による住登外者の情報の管理に関する情報（以下「住登外者宛名情報」という。）

であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。

別表第１に次のように加える。

別表第２中「

１２ 町長 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であっ

て規則で定めるもの

１ 町長 別海町子ども医療費助成に関する条例に

よる医療費助成に関する事務であって規

則で定めるもの

（１） 地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）その他の地方税に関

する法律に基づく条例の規定に

より算定した税額又はその算定

の基礎となる事項に関する情報

（以下「地方税関係情報」とい

う。）であって規則で定めるもの

（２） 生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）による保護の実施

又は就労自立給付金の支給に関

する情報（以下「生活保護関係情

報」という。）であって規則で定

めるもの

（３） 住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）第７条第４号に

規定する事項（以下「住民票関係

情報」という。）であって規則で

定めるもの

（４） 医療保険各法（健康保険法

（大正１１年法律第７０号）、船

員保険法（昭和１４年法律第７３
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号）、国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）、私立学校教

職員共済法（昭和２８年法律第２

４５号）、国家公務員共済組合法

（昭和３３年法律第１２８号）、

地方公務員等共済組合法（昭和３

７年法律第１５２号）をいう。）

による医療に関する給付の支給

又は保険料の徴収に関する情報

であって規則で定めるもの

２ 町長 別海町重度心身障害者及びひとり親家庭

等の医療費の助成に関する条例による重

度心身障害者の医療費助成に関する事務

であって規則で定めるもの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

（４） 医療保険各法又は高齢者の

医療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号）による医療に

関する給付の支給又は保険料の

徴収に関する情報であって規則

で定めるもの

（５） 身体障害者福祉法（昭和２

４年法律第２８３号）による身体

障害者手帳、精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律（昭和２５

年法律第１２３号）による精神障

害者保健福祉手帳又は知的障害

者福祉法（昭和３５年法律第３７
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号）にいう知的障害者に関する情

報であって規則で定めるもの

３ 町長 別海町重度心身障害者及びひとり親家庭

等の医療費の助成に関する条例によるひ

とり親家庭等の医療費助成に関する事務

であって規則で定めるもの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

（４） 医療保険各法による医療に

関する給付の支給又は保険料の

徴収に関する情報であって規則

で定めるもの

（５） 児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）による障害児入所

支援又は措置に関する情報であ

って規則で定めるもの

４ 町長 別海町障がい者地域生活支援事業条例に

よる障がい者の地域生活支援事業に関す

る事務であって規則で定めるもの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

５ 町長 別海町高齢者及び障がい者（児）バス・

ハイヤー共通利用券交付規則によるバ

ス・ハイヤー共通利用券の交付に関する

事務であって規則で定めるもの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

６ 町長 別海町福祉灯油・暖房用燃料費等助成金 （１） 地方税関係情報であって規
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支給事業実施要綱による助成金の支給に

関する事務であって規則で定めるもの

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

７ 町長 別海町老人及び重度心身障害者福祉電話

設置規則による福祉電話設置等に関する

事務であって規則で定めるもの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

８ 町長 別海町小児慢性特定疾患児日常生活用具

給付事業実施要綱による日常生活用具の

給付に関する事務であって規則で定める

もの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

９ 町長 別海町社会福祉法人等による利用者負担

軽減制度実施要綱による利用者負担額の

軽減に関する事務であって規則で定める

もの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

１０ 町長 別海町ユニット型特別養護老人ホーム利

用者負担額軽減制度実施要綱による利用

者負担額の軽減に関する事務であって規

則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定

めるもの

１１ 町長 別海町災害時避難行動要支援者支援制度

実施要綱による要支援者名簿の作成に関

する事務であって規則で定めるもの

（１） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 身体障害者福祉法による身

体障害者手帳、精神保健及び精神
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」を「

障害者福祉に関する法律による

精神障害者保健福祉手帳に関す

る情報であって規則で定めるも

の

１ 町長 別海町子ども医療費助成に関する条例に

よる医療費助成に関する事務であって規

則で定めるもの

（１） 地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）その他の地方税に関

する法律に基づく条例の規定に

より算定した税額又はその算定

の基礎となる事項に関する情報

（以下「地方税関係情報」とい

う。）であって規則で定めるもの

（２） 生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）による保護の実施

又は就労自立給付金の支給に関

する情報（以下「生活保護関係情

報」という。）であって規則で定

めるもの

（３） 住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）第７条第４号に

規定する事項（以下「住民票関係

情報」という。）であって規則で

定めるもの

（４） 医療保険各法（健康保険法

（大正１１年法律第７０号）、船

員保険法（昭和１４年法律第７３

号）、国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）、私立学校教

職員共済法（昭和２８年法律第２
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４５号）、国家公務員共済組合法

（昭和３３年法律第１２８号）、

地方公務員等共済組合法（昭和３

７年法律第１５２号）をいう。）

による医療に関する給付の支給

又は保険料の徴収に関する情報

であって規則で定めるもの

（５） 住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの

２ 町長 別海町重度心身障害者及びひとり親家庭

等の医療費の助成に関する条例による重

度心身障害者の医療費助成に関する事務

であって規則で定めるもの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

（４） 医療保険各法又は高齢者の

医療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号）による医療に

関する給付の支給又は保険料の

徴収に関する情報であって規則

で定めるもの

（５） 身体障害者福祉法（昭和２

４年法律第２８３号）による身体

障害者手帳、精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律（昭和２５

年法律第１２３号）による精神障

害者保健福祉手帳又は知的障害

者福祉法（昭和３５年法律第３７

号）にいう知的障害者に関する情
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報であって規則で定めるもの

（６） 住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの

３ 町長 別海町重度心身障害者及びひとり親家庭

等の医療費の助成に関する条例によるひ

とり親家庭等の医療費助成に関する事務

であって規則で定めるもの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

（４） 医療保険各法による医療に

関する給付の支給又は保険料の

徴収に関する情報であって規則

で定めるもの

（５） 児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）による障害児入所

支援又は措置に関する情報であ

って規則で定めるもの

（６） 住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの

４ 町長 別海町障がい者地域生活支援事業条例に

よる障がい者の地域生活支援事業に関す

る事務であって規則で定めるもの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

（４） 住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの

５ 町長 別海町高齢者及び障がい者（児）バス・

ハイヤー共通利用券交付規則によるバ

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの
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ス・ハイヤー共通利用券の交付に関する

事務であって規則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

（４） 住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの

６ 町長 別海町福祉灯油・暖房用燃料費等助成金

支給事業実施要綱による助成金の支給に

関する事務であって規則で定めるもの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

（４） 住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの

７ 町長 別海町老人及び重度心身障害者福祉電話

設置規則による福祉電話設置等に関する

事務であって規則で定めるもの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

（４） 住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの

８ 町長 別海町小児慢性特定疾患児日常生活用具

給付事業実施要綱による日常生活用具の

給付に関する事務であって規則で定める

もの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

（４） 住登外者宛名情報であって
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」に改める。

附 則

この条例は、令和８年２月２３日から施行する。

規則で定めるもの

９ 町長 別海町社会福祉法人等による利用者負担

軽減制度実施要綱による利用者負担額の

軽減に関する事務であって規則で定める

もの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの

（３） 住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの

１０ 町長 別海町ユニット型特別養護老人ホーム利

用者負担額軽減制度実施要綱による利用

者負担額の軽減に関する事務であって規

則で定めるもの

（１） 地方税関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの

１１ 町長 別海町災害時避難行動要支援者支援制度

実施要綱による要支援者名簿の作成に関

する事務であって規則で定めるもの

（１） 住民票関係情報であって規

則で定めるもの

（２） 身体障害者福祉法による身

体障害者手帳、精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律による

精神障害者保健福祉手帳に関す

る情報であって規則で定めるも

の

（３） 住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの
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議案第９２号

別海町町税条例の一部を改正する条例の制定について

別海町町税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

別海町町税条例の一部を改正する条例

別海町町税条例（昭和３１年別海村条例第１号）の一部を次のように改正する。

第４０条第１項を次のように改める。

普通徴収の方法によって徴収する個人の町民税の納期は、次のとおりである。

第１期 ６月１日から同月３０日まで

第２期 ８月１日から同月３１日まで

第３期 １０月１日から同月３１日まで

第４期 １２月１日から同月２５日まで

第６８条第１項を次のように改める。

固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第１期 ５月１日から同月３１日まで

第２期 ７月１日から同月３１日まで

第３期 ９月１日から同月３０日まで
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第４期 １１月１日から同月３０日まで

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 この条例による改正後の第４０条第１項及び第６８条第１項の規定は、令和８年

度以後の年度分の町民税及び固定資産税について適用し、令和７年度分までの町民税及

び固定資産税については、なお従前の例による。
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議案第９３号

別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例（昭和２２年別海村条例第１

号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項第２号中「１００分の３２５」を「１００分の３３０」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行し、令和７年１２月１日から適用する。

（期末手当の内払）

２ この条例による改正後の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例

（以下「改正後の議員報酬条例」という。）の規定を適用する場合においては、この条
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例の規定による改正前の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の規

定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内

払とみなす。
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議案第９４号

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制

定について

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和４０年別海村条例第２６

号）の一部を次のように改正する。

第４条第４項第２号中「１００分の２６０」を「１００分の２６５」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行し、令和７年１２月１日から適用する。

（給与の内払）

２ この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（以

下「改正後の特別職給与条例」という。）の規定を適用する場合においては、この条例

- 21 -



の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に

基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
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議案第９５号

教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について

教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例（昭和３１年別海村条例第１３号）

の一部を次のように改正する。

第３条第４項第２号中「１００分の２６０」を「１００分の２６５」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行し、令和７年１２月１日から適用する。

（給与の内払）

２ この条例による改正後の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例（以下

「改正後の教育長給与条例」という。）の規定を適用する場合においては、この条例の
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規定による改正前の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づ

いて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
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議案第９６号

別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（別海町職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 別海町職員の給与に関する条例（昭和２６年別海村条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１５条第１項ただし書中「２２，０００円」を「２３，５００円」に改める。

第１６条第２項中「１００分の１２５」を「、６月に支給する場合には１００分の１

２５、１２月に支給する場合には１００分の１２７．５」に改め、同条第３項中「「１

００分の７０」と」の次に「、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の７２．

５」と」を加える。

第１７条第２項第１号中「１００分の１０５」を「、６月に支給する場合には１００

分の１０５、１２月に支給する場合には１００分の１０７．５」に改め、同項第２号中

「１００分の５０」を「、６月に支給する場合には１００分の５０、１２月に支給する

場合には１００分の５２．５」に改める。
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第１８条の２第２項第２号中「７，１００円」を「７，３００円」に、「１０，００

０円」を「１０，４００円」に、「１２，９００円」を「１３，５００円」に、「１５，

８００円」を「１６，６００円」に改める。

別表第１から別表第４までを次のように改める。
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  別表第１（第３条関係）
  給　料　表　（　一　）
 職員の １　　級 ２　　級 ３　　級 ４　　級 ５　　級 ６　　級
 区　分 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

      円       円       円       円       円       円
195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800
196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500
198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100
199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700
200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300
202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100
203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600
205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200
206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500
208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100
210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700
211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200

定年前 213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100

再任用 214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000

短時間 216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900

勤務職 218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700

員以外 219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200

の職員 221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000
222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700
224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300
225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000
227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400
228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800
230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200
232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600
233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800
235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000
236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000
237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100
238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300
239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400
240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500
242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200
242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900
243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500
244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200
245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800
246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400
247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900
248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300
249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700
249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900
250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200
251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500

職務の級
 号  俸

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800
252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100
253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400
253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700
254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900
254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200
255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400
255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700
256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900
256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200
256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500
257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800
257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000
257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300
258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600
258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800
258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000
259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300
259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600
259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800
259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000
260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300
260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600
260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800
261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000
261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300
261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600
262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800
262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000
262,600 302,800 350,900 392,100 406,300
262,900 303,100 351,200 392,500 406,600
263,200 303,400 351,600 392,800 406,800
263,500 303,600 352,000 393,200 407,000
263,800 303,900 352,500 393,700 407,300
264,100 304,100 353,000 394,100 407,600
264,400 304,400 353,500 394,500 407,800
264,700 304,600 353,800 394,900 408,000
265,000 304,800 354,200 395,400 408,300
265,300 305,100 354,600 395,800 408,600
265,600 305,300 355,000 396,200 408,800
265,900 305,600 355,300 396,500 409,000
266,200 305,800 355,700
266,500 306,100 356,100
266,800 306,400 356,500
267,100 306,700 356,700
267,400 307,000 357,100
267,700 307,300 357,500
268,000 307,600 357,900
268,300 307,800 358,100

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
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308,000 358,400
308,300 358,800
308,700 359,100
308,900 359,400
309,200 359,800
309,500 360,200
309,900 360,600
310,100 361,100
310,400 361,500
310,700 361,900
311,000 362,300
311,200 362,800
311,500 363,200
311,800 363,500
312,100 363,800
312,300 364,200
312,600
313,000
313,300
313,500
313,700
314,000
314,400
314,600
314,800
315,100
315,400
315,700
315,900
316,200
316,500
316,800

200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

　備考　この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただ
　　　し、第１９条第１項に規定する職員を除く。

定年前
再任用
短時間
勤務
職員
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別表第２（第３条関係）
給　料　表　（　二　）
職員の   １　　級   ２　　級   ３　　級
区　分   給料月額   給料月額   給料月額

          円           円           円
198,200 240,400 260,400
199,900 241,200 261,300
201,600 242,000 262,200
203,300 242,700 263,100
205,000 243,400 264,100
206,700 244,100 265,000
208,300 244,900 266,000
209,900 245,600 266,900
211,500 246,400 267,800
213,000 247,100 268,600
214,500 247,800 269,300
215,900 248,400 269,700
217,300 249,100 270,300

定年前 218,800 249,500 270,700
再任用 220,300 250,000 271,100
短時間 221,800 250,400 271,500
勤務職 223,200 250,900 271,900
員以外 224,600 251,300 272,400
の職員 226,000 251,800 272,900

227,400 252,200 273,500
228,800 252,500 274,200
229,800 252,800 274,800
230,900 253,100 275,400
232,000 253,400 276,200
233,000 253,900 277,000
233,800 254,400 277,700
234,700 254,800 278,200
235,500 255,300 278,900
236,400 255,800 279,700
237,200 256,300 280,400
238,000 256,700 281,100
238,800 257,100 281,700

33 239,600 257,400 282,400
34 240,100 257,900 283,100
35 240,600 258,400 283,800
36 241,100 258,800 284,400
37 241,700 259,200 285,000
38 242,200 259,700 285,700
39 242,700 260,100 286,300
40 243,200 260,500 286,800
41 243,700 260,900 287,200
42 244,000 261,300 287,700
43 244,300 261,800 288,100
44 244,700 262,100 288,500
45 245,100 262,400 289,000
46 245,500 262,800 289,500
47 245,900 263,200 290,000
48 246,300 263,500 290,300
49 246,600 263,900 290,700

職務の級
 号  俸

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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50 246,900 264,300 291,100
51 247,200 264,600 291,500
52 247,500 264,900 292,000
53 247,700 265,300 292,300
54 248,000 265,600 292,700
55 248,300 265,900 293,200
56 248,600 266,300 293,700
57 248,800 266,600 294,100
58 249,100 266,900 294,700
59 249,400 267,200 295,200
60 249,600 267,500 295,800
61 249,800 267,800 296,400
62 250,100 268,100 296,900
63 250,400 268,400 297,500
64 250,600 268,700 298,000
65 250,800 268,900 298,500
66 251,100 269,200 299,000
67 251,400 269,500 299,500
68 251,600 269,700 300,000
69 251,800 269,900 300,400
70 252,100 270,200 300,800
71 252,400 270,500 301,200
72 252,600 270,700 301,600
73 252,800 270,900 302,000
74 253,100 271,200 302,300
75 253,400 271,500 302,700
76 253,600 271,700 303,100
77 253,800 271,900 303,500
78 254,100 272,200 303,900
79 254,400 272,500 304,300
80 254,600 272,700 304,700
81 254,800 272,900 305,000
82 255,100 273,200 305,500
83 255,300 273,500 305,900
84 255,600 273,700 306,400
85 255,800 273,900 306,700
86 256,000 274,100 307,200
87 256,300 274,400 307,700
88 256,600 274,700 308,000
89 256,800 274,900 308,400
90 257,100 275,100 308,900
91 257,400 275,400 309,400
92 257,600 275,600 309,900
93 257,800 275,900 310,200
94 258,100 276,200 310,600
95 258,400 276,500 311,000
96 258,600 276,700 311,500
97 258,800 276,900 311,900
98 259,100 277,200 312,300
99 259,400 277,400 312,600
100 259,600 277,700 312,900
101 259,800 277,900 313,200
102 260,100 278,100 313,600
103 260,400 278,400 313,900
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104 260,600 278,700 314,300
105 260,800 278,900 314,600
106 279,100 315,000
107 279,400 315,400
108 279,600 315,600
109 279,900 315,800
110 280,200 316,100
111 280,500 316,400
112 280,700 316,600
113 280,900 316,800
114 281,200 317,100
115 281,400 317,400
116 281,600 317,600
117 281,900 317,800
118 282,200 318,100
119 282,500 318,400
120 282,700 318,600
121 282,900 318,800
122 283,100 319,100
123 283,400 319,400
124 283,700 319,600
125 283,900 319,800
126 284,100 320,100
127 284,400 320,400
128 284,700 320,600
129 284,900 320,800
130 285,100
131 285,400
132 285,700
133 285,900
134 286,100
135 286,400
136 286,700
137 286,900

206,200 217,300 235,900

備考　この表は、技能職員、労務職員その他これに準ずる職員に適用する。

定年前
再任用
短時間
勤務
職員
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別表第３（第３条関係）
給　料　表　（　三　）
職員の   １　　級   ２　　級   ３　　級   ４　　級   ５　　級
区　分   給料月額   給料月額   給料月額   給料月額   給料月額

円 円 円 円 円
221,700 254,700 293,900 307,300 330,800
223,600 256,800 294,400 307,800 331,800
225,400 259,000 294,900 308,300 332,800
227,100 261,200 295,400 308,800 333,700
228,800 263,400 295,800 309,300 334,700
230,700 264,400 296,300 309,800 335,900
232,500 265,200 296,800 310,400 337,100
234,200 266,100 297,200 310,800 338,300
235,900 266,900 297,600 311,300 339,200
237,800 268,000 298,100 311,800 340,400
239,700 269,100 298,600 312,400 341,500
241,600 270,000 299,100 312,900 342,600
243,400 270,800 299,500 313,300 343,600
245,400 271,500 300,000 313,900 344,700
247,400 272,200 300,400 314,600 345,800
249,400 273,000 300,900 315,200 346,900
251,400 274,100 301,400 315,800 348,000
253,400 275,000 301,800 316,700 349,100

定年前 255,500 275,900 302,300 317,500 350,200
再任用 257,500 276,800 302,700 318,400 351,300
短時間 259,400 277,800 303,200 319,200 352,400
勤務職 260,600 278,800 303,600 320,100 353,600
員以外 261,700 279,700 304,100 321,000 354,700
の職員 262,800 280,700 304,500 321,800 355,800

263,900 281,500 305,000 322,600 356,800
264,700 282,400 305,600 323,400 358,100
265,600 283,300 306,300 324,300 359,400
266,400 284,200 307,000 325,200 360,700
267,200 285,200 307,700 325,900 361,900
267,900 285,900 308,400 327,000 363,400
268,600 286,600 309,100 328,100 364,900
269,300 287,300 309,900 329,100 366,400
270,100 287,900 310,600 330,200 367,600
270,700 288,500 311,400 331,200 369,100
271,300 289,000 312,100 332,300 370,500
271,800 289,400 312,800 333,400 371,900
272,400 289,800 313,500 334,500 373,300
273,100 290,400 314,300 335,600 374,300
273,800 290,900 315,100 336,700 375,700
274,500 291,300 315,900 337,800 377,000
275,200 291,700 316,500 338,600 378,300
275,800 292,200 317,400 339,700 379,700
276,500 292,600 318,400 340,800 381,000
277,100 293,100 319,300 341,800 382,300
277,900 293,600 320,100 342,700 383,800

46 278,600 294,000 321,100 343,600 385,000
47 279,300 294,500 322,100 344,600 386,100

職務の級
号 俸

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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48 279,900 294,900 323,000 345,600 387,300
49 280,400 295,400 323,900 346,800 388,400
50 280,900 295,800 324,800 348,100 389,300
51 281,300 296,300 325,800 349,300 390,300
52 281,700 296,800 326,800 350,500 391,200
53 282,000 297,200 327,600 351,400 391,800
54 282,500 297,600 328,500 352,600 392,600
55 282,900 298,100 329,500 353,700 393,400
56 283,300 298,500 330,400 355,000 394,200
57 283,700 299,000 331,300 356,000 394,900
58 284,100 299,700 332,200 356,900 395,600
59 284,400 300,400 333,200 358,000 396,300
60 284,700 301,100 334,100 359,200 396,900
61 285,100 301,800 335,000 360,300 397,500
62 285,500 302,700 336,100 361,500 398,100
63 285,900 303,600 337,300 362,700 398,800
64 286,200 304,300 338,500 363,700 399,400
65 286,500 305,000 339,200 364,700 400,100
66 286,900 305,900 340,300 365,700 400,600
67 287,300 306,700 341,400 366,800 401,200
68 287,600 307,500 342,300 367,900 401,700
69 288,000 308,200 343,400 368,700 402,100
70 288,500 309,100 344,100 369,800 402,700
71 288,900 310,000 345,200 370,900 403,100
72 289,200 310,800 346,300 371,900 403,400
73 289,600 311,700 347,400 372,600 403,700
74 290,100 312,500 348,600 373,400 404,200
75 290,600 313,400 349,700 374,200 404,600
76 291,100 314,300 350,800 374,900 404,900
77 291,600 315,100 351,900 375,500 405,200
78 292,100 316,000 353,000 376,000 405,700
79 292,700 317,000 354,000 376,500 406,200
80 293,100 317,900 355,100 377,000 406,600
81 293,600 318,400 356,000 377,600 406,900
82 294,000 319,200 357,000 378,100 407,300
83 294,500 320,100 357,900 378,600 407,800
84 295,000 320,900 358,900 379,100 408,200
85 295,400 321,700 359,800 379,500 408,600
86 295,800 322,600 360,600 379,900
87 296,300 323,600 361,400 380,500
88 296,800 324,600 362,200 381,000
89 297,200 325,500 362,800 381,300
90 297,700 326,500 363,400 381,800
91 298,200 327,500 364,000 382,100
92 298,700 328,500 364,600 382,400
93 299,200 329,300 365,000 383,000
94 299,600 330,000 365,400 383,500
95 300,100 330,700 365,900 384,000
96 300,700 331,300 366,300 384,500
97 301,300 331,800 366,800 385,100
98 301,800 332,100 367,200 385,600
99 302,300 332,600 367,700 386,100
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100 302,800 333,200 368,100 386,500
101 303,200 333,600 368,400 387,100
102 303,700 334,100 368,900 387,600
103 304,100 334,700 369,200 388,100
104 304,500 335,200 369,500 388,600
105 304,900 335,600 369,900 389,200
106 305,300 336,100 370,400 389,600
107 305,700 336,600 370,900 390,100
108 306,000 337,100 371,400 390,600
109 306,200 337,500 371,900 391,200
110 306,500 337,800 372,400
111 306,700 338,100 372,900
112 307,000 338,400 373,300
113 307,300 338,700 373,700
114 307,500 339,100 374,100
115 307,800 339,400 374,600
116 308,000 339,700 375,100
117 308,300 339,900 375,500
118 308,500 340,200 376,000
119 308,800 340,500 376,500
120 309,100 340,700 377,000
121 309,400 340,900 377,300
122 309,700 341,200
123 310,000 341,500
124 310,300 341,800
125 310,500 342,000
126 310,700 342,300
127 311,000 342,600
128 311,400 342,800
129 311,600 343,000
130 311,900 343,200
131 312,200 343,500
132 312,600 343,700
133 312,800 344,000
134 313,100 344,400
135 313,400 344,800
136 313,700 345,200
137 313,900 345,500
138 314,200 345,900
139 314,500 346,300
140 314,800 346,700
141 315,000 347,000
142 315,300 347,400
143 315,700 347,700
144 316,000 348,100
145 316,200 348,400
146 316,400 348,800
147 316,700 349,200
148 317,000 349,600
149 317,200 349,900
150 317,400 350,300
151 317,700 350,700
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152 318,000 351,100
153 318,400 351,400
154 318,600
155 318,800
156 319,100
157 319,400
158 319,700
159 320,000
160 320,300
161 320,700
162 321,000
163 321,300
164 321,600
165 322,000
166 322,300
167 322,600
168 322,900
169 323,300

248,800 269,700 277,300 288,100 305,100

備考　この表は、病院等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他これ
　　に準ずる職員に適用する。

定年前
再任用
短時間
勤務
職員
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別表第４（第３条関係）
給　料　表　（　四　）
職員の １　　級 ２　　級 ３　　級 ４　　級 ５　　級 ６　　級
区　分 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

      円       円       円       円       円       円
201,000 239,800 274,400 293,300 326,300 372,300
203,100 241,100 275,200 294,100 327,700 374,000
205,200 242,400 275,900 294,800 329,100 375,600
207,300 243,700 276,700 295,500 330,500 377,200
209,300 244,900 277,500 296,200 331,900 378,700
211,300 246,000 278,300 296,900 333,500 380,300
213,300 247,000 279,100 297,600 335,000 381,900
215,100 247,900 279,800 298,300 336,500 383,500
216,900 249,000 280,500 299,100 337,900 385,100
218,800 250,100 281,300 299,800 339,500 387,100
220,700 251,200 282,100 300,600 341,000 389,100
222,800 252,400 282,900 301,200 342,500 391,100
224,500 253,600 283,700 301,800 343,900 392,500
226,500 254,800 284,500 302,900 345,500 394,200
228,700 256,000 285,200 304,000 347,000 395,900
230,800 257,100 286,000 305,200 348,500 397,600
232,900 258,100 286,800 306,300 350,000 399,300
234,000 259,100 287,600 307,500 351,600 400,800

定年前 235,000 260,200 288,400 308,600 353,200 402,300
再任用 236,100 261,200 289,100 309,800 354,700 403,800
短時間 237,200 262,300 289,900 311,000 356,000 405,100
勤務職 238,000 263,200 290,800 312,200 357,500 406,400
員以外 238,900 264,000 291,700 313,400 359,000 407,700
の職員 239,700 264,800 292,400 314,500 360,500 408,800

240,600 265,600 293,100 315,700 361,900 409,900
241,500 266,400 294,000 316,900 363,400 411,000
242,400 267,200 294,900 318,000 364,900 412,100
243,300 268,000 295,600 319,200 366,300 413,200
244,100 268,700 296,400 320,400 367,700 414,000
244,900 269,500 297,400 321,600 369,300 414,800
245,600 270,300 298,300 322,800 370,700 415,500
246,400 271,100 299,300 324,000 372,200 416,300
247,100 271,900 300,300 325,100 373,400 416,700
247,700 272,700 301,400 326,200 374,500 417,300
248,400 273,300 302,400 327,400 375,700 417,800
249,100 274,100 303,300 328,600 376,800 418,200
249,800 275,000 304,300 329,800 377,800 418,600
250,400 275,800 305,300 331,000 378,600 418,800
251,000 276,600 306,300 332,300 379,500 419,100
251,600 277,300 307,300 333,500 380,600 419,400
252,200 278,000 308,200 334,400 381,600 419,700
252,800 278,800 309,400 335,600 382,600 420,000
253,400 279,600 310,500 336,800 383,600 420,300
253,900 280,300 311,600 338,000 384,500 420,600
254,300 281,000 312,600 338,900 385,300 420,800

46 254,900 281,800 313,700 339,900 386,100 421,100
47 255,300 282,600 314,800 340,900 387,000 421,400

職務の級
号 俸

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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48 255,700 283,300 315,800 341,800 387,800 421,700
49 256,100 284,000 316,900 342,700 388,300 421,900
50 256,600 284,700 317,900 343,600 389,100 422,100
51 257,100 285,300 319,000 344,600 389,900 422,400
52 257,600 286,000 320,100 345,500 390,700 422,700
53 257,900 286,700 321,100 346,000 391,100 422,900
54 258,200 287,300 322,100 346,900 391,800 423,200
55 258,500 288,000 323,100 347,600 392,500 423,600
56 258,800 288,600 324,100 348,500 393,100 424,200
57 259,100 289,300 325,000 349,200 393,500 424,600
58 259,400 290,000 326,000 349,500 394,000 425,200
59 259,700 290,700 327,000 349,900 394,600 425,800
60 260,000 291,300 327,900 350,500 395,200 426,400
61 260,300 291,800 328,800 351,100 395,600 426,800
62 260,600 292,400 329,500 351,800 396,100 427,400
63 260,900 293,100 330,200 352,500 396,600 428,000
64 261,200 293,700 330,800 353,100 397,100 428,600
65 261,500 294,200 331,400 353,800 397,700 429,000
66 261,800 294,800 332,100 354,300 398,200 429,600
67 262,100 295,500 332,700 354,900 398,800 430,200
68 262,400 296,100 333,300 355,500 399,400 430,800
69 262,700 296,700 333,900 355,800 399,900 431,200
70 263,000 297,300 334,100 356,300 400,400 431,700
71 263,300 297,900 334,500 356,700 400,800 432,300
72 263,500 298,500 335,000 357,200 401,200 432,900
73 263,700 299,100 335,600 357,700 401,500 433,300
74 264,000 299,600 336,100 358,200 402,000 433,900
75 264,300 300,000 336,600 358,700 402,400 434,500
76 264,500 300,400 337,000 359,100 402,800 435,100
77 264,700 300,700 337,600 359,400 403,200 435,500
78 265,000 301,000 338,100 359,700 436,100
79 265,300 301,200 338,500 359,900 436,700
80 265,500 301,500 339,000 360,200 437,300
81 265,700 301,800 339,500 360,700 437,700
82 266,000 302,000 339,800 361,000 438,300
83 266,300 302,300 340,000 361,300 438,900
84 266,500 302,600 340,300 361,600 439,500
85 266,700 302,800 340,700 362,000 439,900
86 303,000 341,100 362,300 440,500
87 303,200 341,400 362,600 441,100
88 303,400 341,700 362,900 441,700
89 303,800 342,000 363,300 442,100
90 304,000 342,200 363,600
91 304,200 342,600 363,800
92 304,400 342,900 364,100
93 304,800 343,100 364,400
94 305,000 343,400 364,800
95 305,200 343,700 365,200
96 305,500 343,900 365,600
97 305,800 344,100 366,100
98 306,000 344,400 366,500
99 306,200 344,700 366,900
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100 306,500 344,900 367,300
101 306,800 345,100 367,800
102 307,000 345,300
103 307,200 345,700
104 307,500 345,900
105 307,800 346,100
106 346,400
107 346,800
108 347,200
109 347,400

201,300 227,900 257,300 271,300 297,800 340,000

備考　この表は、病院等に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学
　　療法士、作業療法士、栄養士、歯科衛生士その他これに準ずる職員に適用する。

定年前
再任用
短時間
勤務
職員
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第２条 別海町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第１６条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２５、１２月に支給する

場合には１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改め、同条第３項中

「「１００分の１２５」とあるのは、「１００分の７０」と、「１００分の１２７．５」

とあるのは「１００分の７２．５」」を「「１００分の１２６．２５」とあるのは、「１

００分の７１．２５」」に改める。

第１７条第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の１０５、１２月に支

給する場合には１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に改め、同項第

２号中「、６月に支給する場合には１００分の５０、１２月に支給する場合には１００

分の５２．５」を「１００分の５１．２５」に改める。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日か

ら施行する。

２ 第１条の規定による改正後の別海町職員の給与に関する条例（次項において「改正後

の給与条例」という。）の規定は、令和７年４月１日から適用する。

（給与の内払）

３ 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の別

海町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与（別海町職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例（平成２７年別海町条例第１０号。以下「平成２７年改

正条例」という。）附則第２項から第４項までの規定に基づいて支給された給料を含む。）

は、改正後の給与条例の規定による給与（平成２７年改正条例附則第２項から第４項ま

での規定による給料を含む。）の内払とみなす。

（規則への委任）

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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議案第９７号

第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例

（第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の一

部改正）

第１条 第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例

（令和元年別海町条例第２８号）の一部を次のように改正する。

第７条第１項第２号中「１００分の１２５」を「、６月に支給する場合においては１

００分の１２５、１２月に支給する場合においては１００分の１２７．５」に改める。

第７条の２第１項第２号中「１００分の１０５」を「、６月に支給する場合において

は１００分の１０５、１２月に支給する場合においては１００分の１０７．５」に改め

る。
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第２条 第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例

の一部を次のように改正する。

第７条第１項第２号中「、６月に支給する場合においては１００分の１２５、１２月

に支給する場合においては１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改

める。

第７条の２第１項第２号中「、６月に支給する場合においては１００分の１０５、１

２月に支給する場合においては１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」

に改める。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日か

ら施行する。

２ 第１条の規定による改正後の第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及

び費用弁償に関する条例の規定は、令和７年４月１日から適用する。

（期末手当及び勤勉手当の内払）

３ この条例による改正後の第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費

用弁償に関する条例（以下「改正後の第１号会計年度任用職員報酬条例」という。）の

規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の第１号会計年度任用職

員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された

期末手当及び勤勉手当は、改正後の第１号会計年度任用職員報酬条例の規定による期末

手当及び勤勉手当の内払とみなす。
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議案第９８号

別海町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

別海町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

別海町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

別海町職員の定年等に関する条例（昭和５８年別海町条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条に次のただし書を加える。

ただし、医療業務に従事する医師の定年は、年齢７０年とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第９９号

別海町手数料条例の一部を改正する条例の制定について

別海町手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

別海町手数料条例の一部を改正する条例

別海町手数料条例（平成１２年別海町条例第５号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項第１９号中「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律（昭和５５年法律

第３６号）」を「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

（昭和５５年法律第３６号）」に改める。

別表１９の項手数料の金額の欄中「１枚につき２００円。」を「１件につき ２００円」

に改め、ただし書を削る。

附 則

この条例は、令和８年２月２３日から施行する。
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議案第１００号

別海町立へき地保育園条例の一部を改正する条例の制定について

別海町立へき地保育園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

別海町立へき地保育園条例の一部を改正する条例

別海町立へき地保育園条例（昭和４１年別海村条例第２０号）の一部を次のように改正

する。

第２条の表西春別へき地保育園の項及び本別海へき地保育園の項を削る。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第１０１号

別海町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正

する条例の制定について

別海町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する

条例を次のように制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

別海町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正

する条例

（別海町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第１条 別海町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

別海町条例第２７号）の一部を次のように改正する。

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。

第１７条第２項中「児童相談所等における乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）

の利用開始前の健康診断」を「次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健

法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同

表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）」に、「当該健康

診断が利用乳幼児に対する利用開始時の」を「当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に
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掲げる」に、「利用開始時の」を「同欄に掲げる」に、「児童相談所等における乳幼児

の利用開始前の健康診断」を「それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等」に改め、同項

に次の表を加える。

（別海町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正）

第２条 別海町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年別海町条例第２８号）の一部を次のように改正する。

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。

（別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部改正）

第３条 別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年別海町条例第２９号）の一部を次のように改正する。

第１５条第１項第１号中「この号及び次号において」を削る。

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定

こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども園法第２７条の２第１

項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては学校教育法第２８条第２項

において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。

（別海町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第４条 別海町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年

別海町条例第７号）の一部を次のように改正する。

目次中「第４条」を「第５条」に、「第５条」を「第６条」に改める。

第５条を削り、第１章中第４条の次に次の１条を加える。

（乳児等通園支援事業者の一般原則）

第５条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一

人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

児童相談所等における乳児又は幼児（以下

「乳幼児」という。）の利用開始前の健康診

断

利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断、

定期の健康診断又は臨時の健康診断
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２ 乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者

及び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよ

う努めなければならない。

３ 乳児等通園支援事業者は、自ら提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表

し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

５ 乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を

設けなければならない。

６ 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用

乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けなければならない。

第９条（見出しを含む。）、第１０条の見出し及び同条第１項中「乳児等通園支援事

業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。

第１３条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に、「第３３条の

１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。

第１６条第７号中「並びに」を「その他の」に改める。

第１８条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。

第２０条第３項中「又は事業」を「又は事業所」に改め、「利用定員」の次に「（子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は同法第２９条第１

項の確認において定める利用定員をいう。）」を加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条中別海町乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例目次から第１０条までの改正規定、第１３条の改正

規定（「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める部分に限る。）、

第１６条第７号から第２０条第３項までの改正規定は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第１０２号

別海町母子健康センター設置条例の一部を改正する条例の制定について

別海町母子健康センター設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

別海町母子健康センター設置条例の一部を改正する条例

別海町母子健康センター設置条例（平成１０年別海町条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。

第４条第１項中「、あらかじめ母子センターに申し込みをするとともに」を削り、同項

の表中「

」を「

産後ケア 町内に住所のある町民 無償

産後ケア 町内に住所のある町民 無償

その他 デイケア型（ショート）

１回につき ６，０００円

訪問型

１回につき ６，０００円
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」に改め、同条第２項中「申し込みの」を「母子センターを使用する」に改め、「ものと

し、既に納入した使用料は返還しない」を削る。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第１０３号

別海町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

別海町水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

別海町水道事業給水条例の一部を改正する条例

別海町水道事業給水条例（昭和５９年別海町条例第１３号）の一部を次のように改正す

る。

第１１条第１項に次のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長（地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下

この項において同じ。）又は他の市町村長が同項の指定をした者が給水装置工事を施行

する必要があると認めるときは、この限りでない。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第１０４号

別海町下水道条例の一部を改正する条例の制定について

別海町下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

別海町下水道条例の一部を改正する条例

別海町下水道条例（昭和５３年別海町条例第２４号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項中「（規則で定める軽微な工事を除く。）は、町長が」を「は、次の各号

に掲げる工事を除き」に改め、「者として」の次に「町長の」を加え、同項ただし書を削

り、同項に次の各号を加える。

（１） 町が施行する工事

（２） 災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長の指定を受けた者に工事

を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者が行う工事

（３） 規則で定める軽微な工事

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第１０５号

別海町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について

別海町立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

別海町立学校設置条例の一部を改正する条例

別海町立学校設置条例（昭和３９年別海村条例第１２号）の一部を次のように改正する。

別表第１別海町立西春別小学校の項を削る。

別表第２別海町立西春別中学校の項を削る。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第１０６号

別海町青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制定について

別海町青少年問題協議会条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

別海町青少年問題協議会条例の一部を改正する条例

別海町青少年問題協議会条例（昭和４４年別海村条例第４１号）の一部を次のように改

正する。

第１条中「第８３号）」の次に「及びいじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。

以下「法」という。）の規定」を、「基づき」の次に「、調査審議、連絡調整等を行うた

め」を加える。

第４条中「町長が別に」を「規則で」に改め、同条を第６条とし、同条の前に次の１条

を加える。

（専門委員）

第５条 協議会は、第２条第１項第３号において、専門の事項を調査させるため必要があ

るときは、専門委員を置くことができる。

２ 専門委員は、会長が指名する委員をもって組織する。

第３条第１項及び第２項を次のように改める。
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協議会に会長及び副会長それぞれ１名を置き、委員の互選によって定める。

２ 会長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。

第３条第３項中「会長を補佐し」を「、会長を補佐し」に改め、同条を第４条とする。

第２条第１項を次のように改める。

協議会は、１５人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命又

は委嘱する。

（１） 関係行政機関の職員

（２） 学識経験者

（３） その他町長が必要と認める者

第２条中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項を第３項とし、同条を第３条とす

る。

第１条の次に次の１条を加える。

（所掌事務）

第２条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

（１） 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事

項を調査審議すること。

（２） 前号の施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を

図ること。

（３） 法第３０条第２項の規定に基づき、法第２８条第１項の規定による調査の結果

について調査し、町長に報告をすること。

２ 協議会は、前項第１号及び第２号に規定する事項に関し、町長及び関係行政機関に対

し、意見を述べることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条の改正規定（第４条に繰り下げる

部分を除く。）は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第１０７号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決を求める。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

１ 契約の目的 根室中部３号主要幹線改良舗装工事

２ 契約の方法 簡易公募型指名競争入札による契約

３ 契 約 金 額 ２４０，９００，０００円

（内消費税及び地方消費税額 ２１，９００，０００円）

４ 契約の相手方 寺井・高玉経常共同企業体

経常共同企業体構成員

代表者 野付郡別海町別海１３０番地の１８

寺井建設株式会社

代表取締役 寺井 範男

野付郡別海町別海常盤町５番地

高玉建設工業株式会社

代表取締役社長 髙玉 哲朗
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議案第１０８号

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者を下記のとおり指定したいので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により議会の議決を求める。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

記

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

（１） 名 称 別海町ケアハウスみどり野

（２） 所 在 地 別海町別海寿町５１番地

２ 指定管理者

（１） 住 所 別海町別海旭町１４９番地の１

（２） 名 称 社会福祉法人別海町社会福祉協議会

（３） 代表者名 会長 佐 藤 次 春

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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議案第１０９号

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者を下記のとおり指定したいので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により議会の議決を求める。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

記

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

（１） 名 称 西春別デイサービスセンター

（２） 所 在 地 別海町西春別駅前曙町９番地３

２ 指定管理者

（１） 住 所 別海町別海緑町１１６番地９

（２） 名 称 道東あさひ農業協同組合

（３） 代表者名 代表理事組合長 浦 山 宏 一

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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議案第１１０号

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者を下記のとおり指定したいので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により議会の議決を求める。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

記

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

（１） 名 称 別海町高齢者生活ハウス

（２） 所 在 地 別海町西春別駅前曙町９番地３

２ 指定管理者

（１） 住 所 別海町別海緑町１１６番地９

（２） 名 称 道東あさひ農業協同組合

（３） 代表者名 代表理事組合長 浦 山 宏 一

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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議案第１１１号

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者を下記のとおり指定したいので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により議会の議決を求める。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

記

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

（１） 名 称 別海町酪農研修牧場

（２） 所 在 地 別海町西春別３４７番地６３

２ 指定管理者

（１） 住 所 別海町西春別３４７番地６３

（２） 名 称 有限会社別海町酪農研修牧場

（３） 代表者名 代表取締役社長 浦 山 吉 人

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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議案第１１２号

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者を下記のとおり指定したいので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求める。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

記

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

(１) 名 称 別海町総合スポーツセンター施設（別紙のとおり）

(２) 所 在 地 （別紙のとおり）

２ 指定管理者

(１) 住 所 別海町別海川上町１３９番地の１０８

(２) 名 称 一般財団法人別海町地域振興財団

(３) 代表者名 代表理事 磯 田 忠 雄

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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（別紙）

施設の名称 施設の所在地

別海町町民体育館 別海町別海１４１番地１０

別海町町民温水プール 別海町別海１４１番地１０

別海町営パークゴルフ場 別海町別海川上町１４５番地２

別海町営ランニングコース 別海町別海川上町１４５番地２

別海町町民ファミリースポーツハウス 別海町別海川上町１４５番地１３

別海町営野球場 別海町別海１４１番地１０

別海町営陸上競技場 別海町別海１３１番地８

別海町営スケートリンク 別海町別海寿町６１番地１地先

別海町営ファミリー広場 別海町別海１３１番地４

別海町営全天候型トラック 別海町別海１３１番地８

別海町営運動広場 別海町別海１３１番地８

別海町営ゲートボール場 別海町別海川上町１４５番地 1３

別海町営テニスコート 別海町別海川上町１４５番地２２
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同意第４号

別海町教育委員会教育長の任命について

次の者を別海町教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

１ 住 所 野付郡別海町別海宮舞町７４番地の１３７

２ 氏 名 相 澤 要

３ 生年月日 昭和３６年２月２１日

４ 任 期 令和８年２月１６日から令和１１年２月１５日まで
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同意第５号

別海町教育委員会委員の任命について

次の者を別海町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

１ 住 所 野付郡別海町別海鶴舞町１５番地

２ 氏 名 森 野 志 保

３ 生年月日 昭和４４年１０月２０日

４ 任 期 令和７年１２月２２日から令和１１年１２月２１日まで
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報告第１７号

専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定により報告する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１１月１８日

別海町長 曽 根 興 三

工事請負契約の一部変更について

令和６年１２月１３日議案第８３号により議決を経て締結した、中西別上風連線改良舗

装工事請負契約の一部を次のように変更する。

契約金額「１５７，５２０，０００円（内消費税及び地方消費税額１４，３２０,００

０円）」を「１５９，４８９，０００円（内消費税及び地方消費税額１４，４９９,０００

円）」に改める。
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報告第１８号

専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定により報告する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１１月１９日

別海町長 曽 根 興 三

工事請負契約の一部変更について

令和７年６月１７日議案第５９号により議決を経て締結した、町道上風連地区１号線改

良舗装工事請負契約の一部を次のように変更する。

契約金額「５９，１８０，０００円（内消費税及び地方消費税額５，３８０,０００円）」

を「５９，８２９，０００円（内消費税及び地方消費税額５，４３９,０００円）」に改め

る。
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報告第１９号

専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定により報告する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１１月１８日

別海町長 曽 根 興 三

工事請負契約の一部変更について

令和７年６月１７日議案第５８号により議決を経て締結した、町道泉川第１地区零号線

改良舗装工事請負契約の一部を次のように変更する。

契約金額「７６，７８０，０００円（内消費税及び地方消費税額６，９８０，０００円）」

を「７７，０９９，０００円（内消費税及び地方消費税額７，００９,０００円）」に改め

る。
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報告第２０号

専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定により報告する。

令和７年１２月８日提出

別海町長 曽 根 興 三

専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１１月１８日

別海町長 曽 根 興 三

工事請負契約の一部変更について

令和６年１２月１３日議案第８４号により議決を経て締結した、新源泉井掘削工事請負

契約の一部を次のように変更する。

契約金額「１４３，９０２，０００円（内消費税及び地方消費税額１３，０８２,００

０円）」を「１４７，４７７，０００円（内消費税及び地方消費税額１３，４０７,０００

円）」に改める。
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